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令和６年１０月第７回本山町議会臨時会会議録 

 

１．招集年月日及び場所 

令和６年１０月１８日（金）       本山町議会議事室 

 

２．応招議員 

 １番 吉川 裕三   ２番 川村 太志   ３番 永野 栄一 

 ４番 松繁 美和   ５番 白石 伸一   ６番 上地 信男 

 ７番 中山 百合   ８番 大石 教政   ９番 澤田 康雄 

１０番 岩本 誠生 

 

３．不応招議員 

 

４．出席議員 

応招議員と同じ 

 

５．欠席議員 

不応招議員と同じ 

 

６．職務のため議場に出席した事務局員の職氏名 

議会事務局長 松葉 早苗    主査 清岡 康隆 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

町  長 澤田 和廣     副町長 高橋 清人     教育長 大西 千之

総務課長 田岡 学 まちづくり推進課長 田岡 明 

 

８．議事日程 

日程第１．会議録署名議員の指名 

日程第２．会期の決定 

日程第３．承認第１０号及び同意第１６号・同意第１７号上程並びに提案理由の説明 

日程第４．承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度本山町 

            一般会計補正予算（第３号）） 

日程第５．同意第１６号 本山町教育委員会委員の任命について 

日程第６．同意第１７号 農業委員会委員の任命について 

 

開会 １３：３０ 
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○議長（岩本誠生君）町長より令和６年第７回本山町議会臨時会を招集する旨、告示され

ました。皆様方にはご多忙のところご出席をいただきまして、臨時会ができますこと、ま

ずもって感謝申し上げます。 

 ただいまの出席議員は１０名で定足数に達しております。これより令和６年第７回本山

町議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付したプリントのとおりであります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（岩本誠生君）日程第１、今期臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、４番 松繁美和 さん、５番 白石伸一 さんを指名いたしますので、ご両

名はご了承を願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２．会期の決定 

 

○議長（岩本誠生君）日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りします。 

 今期臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり）異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日より１日と決定をいたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３．承認第１０号及び同意第１６号・同意第１７号上程並びに提案理由の説明 

 

○議長（岩本誠生君）日程第３、承認第１０号及び同意第１６号から同意第１７号を上程

いたします。 

 事務局に議案名を朗読させます。 

 事務局長、松葉早苗さん。 

○事務局長（松葉早苗君） （別紙のとおり朗読） 

○議長（岩本誠生君）以上で朗読を終わります。 

 ここで町長より提案理由の説明を求めます。 
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 澤田町長。 

○町長（澤田和廣君）改めまして、皆さん、こんにちは。本日、議員の皆様にはお繰り合

わせの上ご出席をいただきまして、令和６年第７回の本山町議会臨時会が開催できますこ

とを厚くお礼を申し上げます。 

 開会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

 今年の元旦早々、能登半島中心に大きな地震が発生しまして、甚大な被害をもたらしま

した。まだまだ復旧の途上であった能登半島では、９月に豪雨被害が発生してしまいまし

た。多くの尊い人命が失われるなど、大きな被害が発生し、地震と豪雨の二重被災となっ

てしまいました。お亡くなりになられました方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、

被害を受けられました全ての皆様にお見舞いを申し上げます。 

 全国各地で、地震や豪雨などの被害が発生しておりますが、本町では、心配されました

この夏の台風も大きな被害がなく、実りの秋を迎えることができました。 

 今、稲刈りのもう後半に入って、各地区で進んでおるところでございます。関係者の方

に作柄についてお聞きをすると、今年の出来は、高温障害があるようで、昨年の作柄まで

にはいかないが、まあまあじゃないでしょうかということでした。農作業が順調に進み、

皆様と一緒に豊作に感謝したいというふうに思います。 

 続きまして、今回の提案いたしました議案は、専決処分の承認を求めるものが１件、人

事の同意を求める案件が２件の合計３件でございます。議案の説明をさせていただきます。 

（別紙のとおり議案提案理由説明） 

 以上、議案の説明をさせていただきました。何とぞご審議の上、適切な議決を賜ります

ようよろしくお願いをいたします。 

○議長（岩本誠生君）以上で提案理由の説明を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第４．承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度本山町一般

会計補正予算（第３号）） 

 

○議長（岩本誠生君）日程第４、承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（令

和６年度本山町一般会計補正予算（第３号））を議題といたします。 

 補足説明を許します。 

 田岡総務課長。 

○総務課長（田岡 学君） （別紙のとおり補足説明） 

○議長（岩本誠生君）補足説明を終わります。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

（発言する者なし）質疑がないようでありますので、質疑なしと認めます。 

 討論の申出はありませんか。 
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（発言する者なし）なしと認めます。 

 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度本山町一般会計補正

予算（第３号））についての採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度本山町一般会計補正

予算（第３号））について賛成の方の起立を求めます。 

全員起立、全会一致であります。 

したがって、承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度本山町一

般会計補正予算（第３号））については、承認することに決定をいたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５．同意第１６号 本山町教育委員会委員の任命について 

 

○議長（岩本誠生君）続いて、日程第５、同意第１６号 本山町教育委員会委員の任命に

ついてを議題といたします。 

 補足説明を許します。 

 澤田町長。 

○町長（澤田和廣君） （別紙のとおり補足説明） 

○議長（岩本誠生君）以上で補足説明を終わります。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

 ５番、白石伸一さん。 

○５番（白石伸一君）前回亡くなられた●●さんが選出された時には、子どもさんが小学

校におられるというふうなことで、前の方が小学校、子どもさんがもう卒業されたという

ことを理由に新たに選定されたというふうに記憶しておるんですが、今回はそういうふう

な選定方法はなかったんでしょうか。 

○議長（岩本誠生君）大西教育長。 

○教育長（大西千之君）答弁申し上げます。 

 ただいま、白石議員が言われました教育委員の中に、保護者である者が含まれるように

ならなければならないということで、任命で提案させていただいて承認をいただきました。 

 今回、山内氏の提案につきましては、１０月２４日に任期満了となる教育委員さんがお

りまして、その教育委員の後任として提案をするものでございます。 

 保護者の提案につきましては、現在、もう既に協議中でございますが、協議が固まり次

第その委員につきましては、また、別途議会、臨時議会あるいは定例議会で提案をさせて

いただきますが、今回、提案させていただきます教育委員につきましては、本年の１０月

２４日で任期満了となる委員の後任でございます。よろしくお願いします。 

○議長（岩本誠生君）よろしいですか。白石伸一さん。 
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○５番（白石伸一君）やはりどうしても直近に、そういうふうな不幸なことがありました

んで、やはりこの場合、自身の提案としては、任期満了を迎えるというようなことを一言

加えていただけると、こうふうなことの質問をする必要がないので、前回、次にですね、

こういうような提案をされるときには、どういった理由でというようなことをご可決をい

ただけておったら大変助かります。よろしくお願いします。 

○議長（岩本誠生君）ほかに質疑はありませんか。 

（発言する者なし）質疑ないようでありますので、質疑なしと認めます。 

 討論の申出はありませんか。 

（発言する者なし）なしと認めます。 

 同意第１６号 本山町教育委員会委員の任命についての採決を行います。 

 この表決は起立によって行います。 

 同意第１６号 本山町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意することに

賛成の方の起立を求めます。 

起立全員、全会一致であります。 

したがって、同意第１６号 本山町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意

することに決定をいたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第６．同意第１７号 農業委員会委員の任命について 

 

○議長（岩本誠生君）続いて、日程第６、同意第１７号 農業委員会委員の任命について

を議題といたします。 

 補足説明を許します。 

 田岡まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡 明君） （別紙のとおり補足説明） 

○議長（岩本誠生君）補足説明を終わります。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

 １番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三君）お尋ねいたします。 

 当該農業委員が、任命を我々のこの同意を得た後は、本町における農業委員会に欠員は

なくなるという認識ですが、それでよろしいかということを第１点お伺いします。 

 ２点目が、そうなるとこの方はもう農業者であると考えますが、農業者以外の中立委員

というのが、本山町には欠員を補充した結果、定数いっぱいになって、中立委員がいない

まま運営していくのかどうかについて、２点目をお伺いしたいです。 

○議長（岩本誠生君）執行部答弁を求めます。 

 田岡まちづくり推進課長。 
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○まちづくり推進課長（田岡 明君）お答えをさせていただきます。 

 本町農業委員会の委員定数は、１４名ということになりまして、先ほど説明いたしまし

たとおり現在１名欠員ということで、今回ご提案いたしました委員の補充が進みますと、

委員定数１４名、目いっぱいということになるということです。現在その１４名のうち１

名が、中立的な農業委員として該当する方が１名おりまして、この農業委員会の組織の中

に１名中立的な立場、その方は、農業に従事せずに消費者の立場で一応農業委員会の中で、

委員として審議をしていただくという立場になりますが、そういう方に該当する方が１名

おりますので、その方を現在本町では、中立的が１名確保されておるということで、今後

の農業委員会の運営を進めていく予定となっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生君）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三君）再度お尋ねいたします。 

 ６月定例会で中立委員をされていた方を、６月定例会の時点では、議会としては否決し

ているんでいないと、９月定例会で１人補充された方は、あの方は農業に従事している方

という答弁をいただいて、現在、作成中の議会だよりの質疑のところもそのように書かせ

ていただいたんですが、６月定例会の時点で、選ばれた方の中に消費者的な立場の方がい

たという答弁で、理解でよろしいんでしょうか。そのことについて、再度お尋ねいたしま

す。 

○議長（岩本誠生君）田岡まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡 明君）お答えをさせていただきます。 

 議員のご指摘のとおり、６月の議会で同意をいただいた委員の中に、その後、その委員

の内容を確認しますと中立的な立場というのが、ＪＡとか、さくら市とかが、農業用家庭

用菜園はしていますけれども、販売をしていない方は中立的な立場として認められるとい

うことがございまして、その観点から再度確認した結果、それに該当する委員が１名ござ

いましたので、その者を中立的な立場の農業委員として、１名確保ということで運営させ

ていただいておるところであります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生君）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三君）ということは、業として農業を営んでいない方は、中立的な委員で

あるという解釈でよろしいのか、再度お尋ねいたします。 

○議長（岩本誠生君）田岡まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡 明君）そのような認識でございます。 

○議長（岩本誠生君）ほかに質疑はありませんか。 

 ４番、松繁美和さん。 

○４番（松繁美和君）先ほどの答弁のやり取りを聞いておりましたら、ということは、立

候補の時点では、農業者であったけれども、後の審査の中で変えたということであります
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と、立候補の要件のその時の訂正の必要があったんだろうというふうに思ったりしますけ

れども、少しそこは経過の説明がどこか、いや、農業委員会が候補しているのかちょっと

わかりませんけれども、いや、農業委員会そのものの候補はないですね。その候補に、そ

んなことも書かれてあったのかとか見逃しているのかもしれませんが、少し立候補時点と

資格が違うのであれば、何か後でこうしたよって言われても、ちょっと経過を聞いて、あ、

そうですかというふうに言い難いところがありますが、その辺どうなんでしょうか。お尋

ねします。 

○議長（岩本誠生君）執行部答弁を求めます。 

 暫時休憩します。 

 

休憩  １３：５８ 

再開  １４：０６ 

 

○議長（岩本誠生君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 答弁を求めます。 

 田岡まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡 明君）答弁を申し上げます。 

 本年度６月議会におきまして、農業委員の改選１４名に対する議案の補足説明をさせて

いただいた際で、その中の説明の中では、農業委員会の中に認定農業者数を一定数確保す

る必要があるというような決まりがございまして、具体的には、過半数以上が基本である

んですが、本山町のような中山間地域で認定農業者が少ない地域については、それの特例

の措置があるということで、本町は現在６名農業委員の中にそれに該当する方がおるとい

うことで、６名以上でこの農業委員会の１４名定数で、農業委員会認定農業者数はクリア

するということでその説明をさせていただいておりました。 

 しかし、この中で中立委員に対する説明のほうは、ちょっと執行部の方からの説明がさ

れておりませず、その際に、１４名の候補者のうち２名の農業委員の方が、中立に該当す

る農業として経営がしてない方が含まれておりました。中で、その中の１人が、現在も農

業委員として残っておるということで、その方が１名中立委員として、現在、本町で任命

しておるところであります。 

 なお、ちょっとその際に、中立委員についての状況等も、こうなっておるということを

説明を事前にさせていただいておればよかったんですが、ちょっとそのあたりの説明が不

十分であった部分がございますので、その点に対しましては、おわびを申し上げますとと

もに、そのような中立委員の該当する方が、何名おるというようなことも、今後は、事前

に説明もさせていただいて、またご判断いただくような取扱いにしていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（岩本誠生君）４番、松繁美和さん。 
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○４番（松繁美和君）現在、中立委員がいるということは理解できましたが、ただ先ほど

の吉川議員とのやり取りの中で、何かその後、精査をしたらみたいな言い方をしたので、

そこの整合性を私は聞いたんですよ。６月議会での説明不足は説明不足として、もしかし

ていたということであればそれはいいんですが、私の聞いた質問には答えていないですね。 

○議長（岩本誠生君）執行部、今の質問分かりましたよね。では、答弁してください。 

 田岡まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡 明君）答弁を申し上げます。 

 今回は、中立委員ということで、事前の説明がぬかっておりまして中身を精査をした上

で、議会の提案の中で中立委員に該当しておるのが２名いるということは、事前に話す必

要があったということでございます。今後は、そのあたりは注意をして対応していきたい

というふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（岩本誠生君）答弁、今ちょっとやっぱりおかしいね。途中で変わったという話を

聞かれているわけ。その中立委員に上がった人が、中立委員になったのはどういう過程に

よって、どうなったかという説明をせんと答弁にならん。 

 再度答弁を求めます。 

 まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡 明君）答弁させていただきます。 

 ６月の時点で、既に中立委員がいたということでありますので、ちょっと今回の先ほど

の吉川議員とのやり取りの中で、精査してというのはちょっとすみません、誤りであった。

６月の最初のその審査の時点で、もう中立委員が２名おったということでございましたの

で、その辺、訂正をさせていただきたいと思います。 

○議長（岩本誠生君）いいですか。 

○まちづくり推進課長（田岡 明君）はい。 

○議長（岩本誠生君）最初のほうは吉川さんのほうが納得はいかんならんね、今度ね。ま

あええですか。 

 じゃ、暫時休憩します。 

 

休憩  １４：１２ 

再開  １４：１３ 

 

○議長（岩本誠生君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（発言する者なし）ないようでありますので、質疑なしと認めます。 

 討論の申出はありませんか。 

（発言する者なし）なしと認めます。 

 同意第１７号 農業委員会委員の任命についての採決を行います。 
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 この表決は起立によって行います。 

 同意第１７号 農業委員会委員の任命については、原案のとおり同意することに賛成の

方の起立を求めます。 

起立全員であります。全会一致。 

したがって、同意第１７号 農業委員会委員の任命については、原案のとおり同意するこ

とに決定をいたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（岩本誠生君）以上提案されておりました議案は全て終了いたしました。 

 よって、本臨時会は以上をもって閉会をいたしたいと思いますが、特に町長から発言が

あれば発言を許します。 

 澤田町長。 

○町長（澤田和廣君）それでは、閉会の挨拶をさせていただきます。 

 本日は何かとご多用のところお集まりいただきまして、提出いたしました案件の適切な

議決を賜りまして、誠にありがとうございました。 

 さて、各地区で進んでおります稲刈りが終了しますと、秋のイベントも開催予定がされ

ております。 

 １０月２７日には、土佐の豊穣祭ｉｎ嶺北ということで、本年度は本山町が当番でござ

いますので本山町で開催されます。嶺北のおいしいものが集合してきますので、どうかよ

ろしくお願いをいたします。そして、１１月３日には町民運動会、１１月１０日には本山

町産業文化祭の舞台発表部門、これプラチナセンターの文化ホールで行われます。そして、

１１月１７日には、本山町産業文化祭、秋祭りとイベントも目白押しとなってまいります。 

 厳しい暑さの夏は過ぎましたけれども、日中はまだまだ気温が高く、朝晩は気温が下が

るという寒暖差が大きくなっております。季節の変わり目でございますので、体調を崩す

こともございます。町民の皆様、そして、議員の皆様にはご自愛の上、ご活躍をください

ますようご祈念をいたしまして、言葉は足りませんけれども、閉会の挨拶とさせていただ

きます。本日は誠にありがとうございました。 

○議長（岩本誠生君）町長からご挨拶をいただきました。 

 皆様方には、議事進行にご協力をいただきまして、無事、臨時会が終了いたしましたこ

と、まずもって御礼を申し上げます。 

 先ほど、事務局のほうからもご案内がございましたが、１０月、１１月、もう残り少な

いですけど１０月は、１１月にかけて非常に行事がいっぱいでございまして、なかなかス

ケジュールが取りにくいぐらいの状況であります。 

 何かと忙しい時に、たくさんの行事が込み合って、いろいろとまた皆さん方には、ご多

忙な思いをさすわけでございますけれども、いろいろの形で行事そのものについては、大
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きな意義をもったものばかりでございますので、ご協力をいただきたいと思います。 

 とにかく季節の変わり目でございます。体調に気をつけて、また、次の議会では元気な

姿を見せていただきたいというふうに思います。 

 本日は、これをもって閉会いたします。 

 以上、令和６年第７回本山町議会臨時会を閉会いたします。 

 どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

令和６年１０月１８日      午後 ２時１７分  閉会 

 

 


